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(57)【要約】
　乳清タンパク質系液体栄養組成物が提供される。液体栄養組成物は少なくとも７重量％
のタンパク質を含み、すべてのタンパク質は乳清タンパク質加水分解物及びインタクト乳
清タンパク質により提供される。液体栄養組成物は中性ｐＨ、低粘度を有し、及び常温保
存可能である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも７重量％のタンパク質を含む液体栄養組成物であって、
　前記タンパク質が乳清タンパク質加水分解物及びインタクト乳清タンパク質からなり、
　６．４～７．５のｐＨ、５ｃｐｓ～３０ｃｐｓの粘度を有し、及び常温保存可能である
、
液体栄養組成物。
【請求項２】
　炭化水素を実質的に含まない、請求項１に記載の液体栄養組成物。
【請求項３】
　前記乳清タンパク質加水分解物対前記インタクト乳清タンパク質の重量比が１：４～４
：１である、請求項１又は２に記載の液体栄養組成物。
【請求項４】
　前記乳清タンパク質加水分解物対前記インタクト乳清タンパク質の重量比が１：１であ
る、請求項１又は２に記載の液体栄養組成物。
【請求項５】
　前記インタクト乳清タンパク質が乳清タンパク質濃縮物及び乳清タンパク質単離物の少
なくとも１つである、請求項１～４のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項６】
　前記乳清タンパク質加水分解物が５％～３０％の加水分解の度合いを有する、請求項１
～５のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項７】
　前記乳清タンパク質加水分解物が１０％～１２％の加水分解の度合いを有する、請求項
１～６のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項８】
　１，５０００ｐｐｍ～３，０００ｐｐｍの安定剤成分をさらに含む、請求項１～７のい
ずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項９】
　前記安定剤成分が微結晶セルロース、カルボキシメチルセルロース、ジェランガム、及
びカラギーナンの少なくとも１つを含む、請求項８に記載の液体栄養組成物。
【請求項１０】
　脂肪をさらに含み、前記脂肪が高オレイン酸ヒマワリ油、大豆レシチン、キャノーラ油
、コーン油、ヤシ油、分留ヤシ油、大豆油、高オレイン酸大豆油、オリーブ油、ベニバナ
油、高オレイン酸ベニバナ油、高γ－リノレン酸ベニバナ油、中鎖トリグリセリド油、ヒ
マワリ油、パーム油、パーム核油、パームオレイン、高オレイン酸キャノーラ油、海洋油
、綿実油、エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、γ－リノレン酸、米ぬか油、小
麦胚芽油、藻類油、ナッツ油、真菌油、及び共役リノレン酸の少なくとも１つを含む、請
求項１～９のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項１１】
　甘味料をさらに含み、前記甘味料がアセスルファムカリウム、スクラロース、アスパル
テーム、サッカリン、及びステビアの少なくとも１つを含む、請求項１～１０のいずれか
一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項１２】
　タンパク質対炭水化物の重量比４：１～８：１を有する、請求項１～１１のいずれか一
項に記載の液体栄養組成物。
【請求項１３】
　７重量％～１５重量％のタンパク質を含む液体栄養組成物であって、
　前記タンパク質が乳清タンパク質加水分解物及びインタクト乳清タンパク質からなり、
　前記乳清タンパク質加水分解物対前記インタクト乳清タンパク質の重量比が１：４～４
：１であり、及び
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　６．４～７．５のｐＨ、５ｃｐｓ～３０ｃｐｓの粘度を有し、及び常温保存可能である
、
液体栄養組成物。
【請求項１４】
　炭化水素を実質的に含まない、請求項１３に記載の液体栄養組成物。
【請求項１５】
　前記乳清タンパク質加水分解物対前記インタクト乳清タンパク質の重量比が１：１であ
る、請求項１３又は１４に記載の液体栄養組成物。
【請求項１６】
　前記インタクト乳清タンパク質が乳清タンパク質濃縮物及び乳清タンパク質単離物の少
なくとも１つである、請求項１３～１５のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項１７】
　前記乳清タンパク質加水分解物が５％～３０％の加水分解の度合いを有する、請求項１
３～１６のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項１８】
　前記乳清タンパク質加水分解物が１０％～１２％の加水分解の度合いを有する、請求項
１３～１７のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項１９】
　１，５００ｐｐｍ～３，０００ｐｐｍの安定剤成分をさらに含む、請求項１３～１８の
いずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項２０】
　前記安定剤成分が微結晶セルロース、カルボキシメチルセルロース、ジェランガム、及
びカラギーナンの少なくとも１つを含む、請求項１９に記載の液体栄養組成物。
【請求項２１】
　脂肪をさらに含み、前記脂肪が高オレイン酸ヒマワリ油、大豆レシチン、キャノーラ油
、コーン油、ヤシ油、分留ヤシ油、大豆油、高オレイン酸大豆油、オリーブ油、ベニバナ
油、高オレイン酸ベニバナ油、高γ－リノレン酸ベニバナ油、中鎖トリグリセリド油、ヒ
マワリ油、パーム油、パーム核油、パームオレイン、高オレイン酸キャノーラ油、海洋油
、綿実油、エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、γ－リノレン酸、米ぬか油、小
麦胚芽油、藻類油、ナッツ油、真菌油、及び共役リノレン酸の少なくとも１つを含む、請
求項１３～２０のいずれか一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項２２】
　甘味料をさらに含み、前記甘味料がアセスルファムカリウム、スクラロース、アスパル
テーム、サッカリン、及びステビアの少なくとも１つを含む、請求項１３～２１のいずれ
か一項に記載の液体栄養組成物。
【請求項２３】
　４：１～８：１のタンパク質対炭水化物の重量比を有する、請求項１３～２２のいずれ
か一項に記載の液体栄養組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般的発明概念は、液体栄養組成物に関する。より詳細には、一般的発明概念は、中性
ｐＨ、低粘度を有し、かつ常温保存可能である乳清タンパク質系液体栄養組成物に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　タンパク質系飲料、特に低糖質で低脂肪のタンパク質系飲料が一般の人々の間で人気を
集めている。これらのタンパク質系飲料は、健康的な間食や食事の代用、又は補助的な栄
養源として役立ち得る。多くのタンパク質系飲料は、水又は消費者が選んだ他の液体でタ
ンパク質系粉末を戻すことにより飲料を作ることを消費者に要求するが、多くの消費者は
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すぐに飲める利便的な飲料を好んでいる。
【０００３】
　様々な種類のタンパク質の中でも、乳清タンパク質は、その好ましいアミノ酸特性、及
び人体による比較的速い消化及び吸収の速度に基づいて、タンパク質の優れた供給源だと
考えられている。しかし、すぐに飲めるタンパク質飲料の製造に使用される殺菌プロセス
は、乳清タンパク質に損傷を与え、飲料に安定性の問題（例えば、沈殿、ゲル化、相分離
、タンパク質凝集）を生じさせる可能性がある。少なくともこれらの理由から、乳清タン
パク質を含有するすぐに飲める飲料は、典型的には、高タンパク質濃度を達成するために
異なる種類のタンパク質（例えば、乳清タンパク質と大豆タンパク質）の混合物を用いて
配合されるか、低ｐＨ（すなわち、４未満のｐＨ）マトリックスを用いて配合される。
【発明の概要】
【０００４】
　一般的発明概念は、乳清タンパク質系液体栄養組成物に関する。一般的発明概念の様々
な態様を例示するために、乳清タンパク質系液体栄養組成物のいくつかの例示的実施形態
を本明細書で提供する。
【０００５】
　一例示的実施形態において、乳清タンパク質系液体栄養組成物が提供される。液体栄養
組成物は少なくとも７重量％のタンパク質を含み、タンパク質は乳清タンパク質加水分解
物及びインタクト乳清タンパク質を含む。液体栄養組成物は、６．４～７．５のｐＨ、５
ｃｐｓ～３０ｃｐｓの粘度を有し、及び常温保存可能である。
【０００６】
　一例示的実施形態において、乳清タンパク質加水分解物対インタクト乳清タンパク質の
重量比は１：４～４：１である。インタクト乳清タンパク質は少なくとも１つの乳清タン
パク質濃縮物及び乳清タンパク質単離物であってよい。
【０００７】
　一例示的実施形態において、液体栄養組成物は、約１，５００ｐｐｍ～約３，０００ｐ
ｐｍの安定剤成分も含んでよい。そのような実施形態において、安定剤成分は、微結晶セ
ルロース、カルボキシメチルセルロース、ジェランガム、及びカラギーナンの少なくとも
１つを含んでよい。
【０００８】
　一例示的実施形態において、乳清タンパク質系液体栄養組成物が提供される。液体栄養
組成物は、７重量％～１５重量％のタンパク質を含み、タンパク質は乳清タンパク質加水
分解物及びインタクト乳清タンパク質からなり、乳清タンパク質加水分解物対インタクト
乳清タンパク質の重量比は１：４～４：１であってよい。液体栄養組成物は、６．４～７
．５のｐＨ、５ｃｐｓ～３０ｃｐｓの粘度を有し、及び常温保存可能である。このような
実施形態の一態様では、インタクト乳清タンパク質は少なくとも１つの乳清タンパク質濃
縮物及び乳清タンパク質単離物であってよい。このような実施形態の別の一態様では、乳
清タンパク質加水分解物は５％～３０％の加水分解の度合いを有してよい。特定の先行す
る実施形態では、液体栄養組成物は約１，５００ｐｐｍ～約３，０００ｐｐｍの安定剤成
分も含んでよく、安定剤成分は、微結晶セルロース、カルボキシメチルセルロース、ジェ
ランガム、及びカラギーナンの少なくとも１つを含んでよい。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　一般的発明概念は、多くの異なる形態で実施可能であるが、その特定の実施形態が本開
示の一般的発明概念の原理の例示と見なされるという理解の下で、本明細書で詳細に説明
される。したがって、一般的発明概念は、本明細書に図示及び記載される特定の実施形態
に限定されることを意図していない。
【００１０】
　本明細書に記載される用語は、実施形態を説明するためだけのものであり、本開示全体
を限定するものとして解釈されるべきではない。特に明記しない限り、「ａ」、「ａｎ」
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、「ｔｈｅ」及び「少なくとも１つ」は互換的に用いられる。さらに、説明及び添付の特
許請求の範囲で使用されるように、単数形「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は、文脈上他
に明白に示されていない限り、それらの複数形を含む。
【００１１】
　特に明記しない限り、本明細書において使用する全ての百分率、部量及び比率は、組成
物全体の重量によるものとする。記載された成分に関連するこのようなすべての重量は、
活性レベルに基づいており、したがって特に明記しない限り、市販の材料に含まれていて
もよい溶媒又は副産物を含まない。
【００１２】
　本明細書で使用される「液体栄養組成物」という用語は、特に明記しない限り、液体の
消費者に少なくとも補助的な栄養源を提供する、すぐに飲める液体を指す。本明細書に開
示される例示的な液体栄養組成物は一般に、ヒトによる経口摂取に適している。本明細書
に開示される例示的な液体栄養組成物は好ましくは、水性エマルジョン（例えば、水中油
型エマルジョン）の形態である。
【００１３】
　本明細書で使用される「常温保存可能」という用語は、特に明記しない限り、液体栄養
組成物を室温（例えば、１８℃～２５℃）で長期（例えば、少なくとも２ヶ月、２ヶ月～
１８ヶ月、２ヶ月～１２ヶ月、２ヶ月～６ヶ月、２ヶ月～３ヶ月）の間安全に保存できる
ように、病気を引き起こす又は組成物を損なう可能性のある食物媒介性微生物を駆除する
ための殺菌プロセス（例えば、レトルト殺菌、超高温（ＵＨＴ）殺菌）が行われた液体栄
養組成物（及び関連するパッケージング）を指す。好ましくは、常温保存可能である本明
細書に記載の例示的実施形態による液体栄養組成物は、室温で長期間保存された場合に、
本質的にゲル化、沈殿、凝集、又は相分離を示さない。
【００１４】
　タンパク質の単独の供給源として乳清タンパク質を使用する液体栄養組成物の配合には
多くの問題が存在する。例えば、乳清タンパク質は、常温保存可能な液体栄養組成物を提
供するために使用される殺菌プロセスなどの熱処理に特に影響を受けやすい。乳清タンパ
ク質を含む液体栄養組成物を熱処理に晒すと、乳清タンパク質の変性が起こり、これは液
体栄養組成物中に望ましくない凝集、ゲル化、粘度の上昇、沈殿又は相分離をもたらし得
る。そのような特性は、液体栄養組成物の感覚刺激特性（例えば、口当たり）に悪影響を
与える。したがって、中性ｐＨを有する従来の常温保存可能な液体栄養組成物は多くの場
合、より高い熱安定性を有する他のタンパク質源と組み合わせて乳清タンパク質を使用し
て、高い全タンパク質含量（例えば、１０ｇ又はタンパク質の１日の摂取推奨量（ＲＤＶ
）の２０％を超える）を有する液体栄養組成物を達成する。
【００１５】
　液体栄養組成物中での乳清タンパク質の使用に伴う熱安定性の問題を克服するための１
つの方法は、低ｐＨ（すなわち、４未満）の製品マトリックスを使用することであった。
例えば、ｐＨが３の溶液中の乳清タンパク質は強い反発力を示す。これらの反発力は、熱
が加えられタンパク質濃度が最高７重量％であっても、タンパク質間の相互作用を阻害し
、したがって乳清タンパク質を熱安定性にする。しかし、低ｐＨマトリックスは、一般的
に中性ｐＨで提供されるチョコレート及びバニラなどの所望のフレーバーでの使用には適
していない。
【００１６】
　本明細書に開示される一般的発明概念は、少なくとも一部において、中性ｐＨ（すなわ
ち、６．４～７．５）、低粘度（すなわち、５ｃｐｓ～３０ｃｐｓ）を有し、及び常温保
存可能である液体栄養組成物が、乳清タンパク質加水分解物とインタクト乳清タンパク質
との組み合わせを使用することにより、タンパク質の単独の供給源として乳清タンパク質
を用いて配合できるという発見に基づく。このような液体栄養組成物は、タンパク質の単
独の供給源として乳清タンパク質を使用する液体栄養組成物を配合することに関連する、
上記の問題を克服する。加えて、このような液体栄養組成物は、上記の問題を克服しなが
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ら、味及び口当たりなどの許容可能な感覚刺激特性を示す。
【００１７】
　一例示的実施形態において、液体栄養組成物が提供される。液体栄養組成物は、少なく
とも７重量％のタンパク質を含む。液体栄養組成物のタンパク質は、乳清タンパク質加水
分解物及びインタクト乳清タンパク質から構成される。液体栄養組成物は６．４～７．５
のｐＨ、５ｃｐｓ～３０ｃｐｓの粘度を有し、及び常温保存可能である。
【００１８】
　本明細書に記載される例示的な液体栄養組成物は、補助的な栄養源（例えば、補助的な
タンパク質）として役立つのに十分な種類及び量の栄養素を用いて配合され得る。消費者
に利便性を提供するために、例示的な液体栄養組成物は、すぐに飲める液体として配合さ
れることが好ましい。
【００１９】
　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、水性エマルジョンとして配合され
る。本明細書での使用に適したエマルジョンは、一般に１℃～２５℃で流動性を有する又
は飲用可能な液体であり、典型的には油中水型、油中水型、又は複合水性エマルジョンの
形態であるが、このようなエマルジョンは最も典型的には、連続水性相及び不連続油相を
有する水中油型エマルジョンの形態である。
【００２０】
　本明細書に記載される例示的な液体栄養組成物は、５０％～９０％、６０％～９０％、
７５％～８８％の水を含む、及びまた８０％～８８重量％の水を含む、最大９０重量％の
水を含んでよい。本明細書に記載される例示的な液体栄養組成物は一般に、２ヶ月～１８
ヶ月、２ヶ月～１２ヶ月、２ヶ月～６ヶ月、及び２ヶ月～３ヶ月を含む、少なくとも２ヶ
月の貯蔵寿命を有する。
【００２１】
　言及したように、本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物は、少なくとも７重量
％のタンパク質を含み、タンパク質は乳清タンパク質加水分解物及びインタクト乳清タン
パク質を含む。一例示的実施形態において、液体栄養組成物は７重量％～１５重量％のタ
ンパク質を含む。特定の実施形態において、液体栄養組成物は、７重量％～１０重量％の
タンパク質を包含する、及びまた９重量％のタンパク質を包含する、７重量％～１２重量
％のタンパク質を含む。あるいは、液体栄養組成物中に存在するタンパク質は、濃度の点
から表すことができる。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、液体栄養組
成物１リットル当たり６５グラム～１０５グラムのタンパク質を包含する、液体栄養組成
物１リットル当たり７０グラム～１００グラムのタンパク質を包含する、及びまた液体栄
養組成物１リットルあたり７５グラム～９５グラムのタンパク質を包含する、液体栄養組
成物１リットル当たり６０グラム～１１０グラムのタンパク質を含む。一例示的実施形態
において、液体栄養組成物は、３２５ミリリットルの液体栄養組成物当たり３０グラムの
タンパク質を含む。
【００２２】
　本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物は、乳清タンパク質、特に乳清タンパク
質加水分解物及びインタクト乳清タンパク質からなるタンパク質を含む。したがって、本
明細書に開示される例示的な液体栄養組成物は、他のタンパク質源を含まない。乳清タン
パク質は、その高レベルの必須アミノ酸、特に分枝鎖アミノ酸（すなわち、ロイシン、イ
ソロイシン、及びバリン）のため、及び人体によるその比較的速い消化及び吸収の速度の
ため望ましいタンパク質源である。乳清タンパク質中に見られる主なタンパク質は、β－
ラクトグロブリン、α－ラクトアルブミン、血清アルブミン、及び免疫グロブリンである
。例示的な液体栄養組成物に使用される乳清タンパク質は、ウシ、バッファロー、ウマ、
ヒツジ、及びヤギを含むが、これらに限定されない哺乳動物に由来してよい。
【００２３】
　本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物での使用のための乳清タンパク質加水分
解物は、５％～３０％の加水分解の度合いを有し得る。加水分解の度合いは、ペプチド結
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合が加水分解化学反応によって破壊される程度である。タンパク質加水分解の度合いは、
タンパク質のアミノ窒素対全窒素比（ＡＮ／ＴＮ）を定量することによって決定される。
アミノ窒素成分は、アミノ窒素含量を決定するためのＵＳＰ滴定法によって定量化される
、一方で全窒素成分は、Ｔｅｃａｔｏｒ（登録商標）ケルダール法によって決定される。
これらの分析方法は周知である。特定の例示的実施形態において、乳清タンパク質加水分
解物は、８％～２０％を包含する、及びまた１０％～１２％を包含する、５％～２５％の
加水分解の度合いを有する。
【００２４】
　例示的な液体栄養組成物での使用に適した市販の乳清タンパク質加水分解物は、Ｈｉｌ
ｍａｒ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ（Ｈｉｌｍａｒ、カリフォルニア）製のＨｉｌｍａｒ８
３５０乳清タンパク質加水分解物である。この特定の乳清タンパク質加水分解物は、約７
７重量％のタンパク質を含み、約９～約１５％の加水分解の度合い（加水分解物のアミノ
窒素対全窒素比（ＡＮ／ＴＮ）に基づく）を有する。
【００２５】
　前述のように、本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物のタンパク質は、インタ
クト乳清タンパク質を含む。本明細書中で使用される「インタクト乳清タンパク質」とい
う用語は、特に明記しない限り、意図的に処理されていない、又はペプチド結合を破壊す
るように処理されていない乳清タンパク質を指す。インタクト乳清タンパク質は、意図的
な加水分解を受けておらず、従って改変されていない一次構造（すなわち、完全アミノ酸
配列）を有する非加水分解乳清タンパク質である。インタクト乳清タンパク質の加水分解
の度合いは０である。このように、本明細書での使用のためのインタクト乳清タンパク質
は実質的に、タンパク質加水分解物を含まない。この文脈において、本明細書での使用の
ためのインタクト乳清タンパク質は、０．５重量％未満を包含する、及びまた０重量％を
包含する、１．０重量％未満のタンパク質加水分解物を含む。
【００２６】
　特定の例示的実施形態において、インタクト乳清タンパク質は、乳清タンパク質濃縮物
及び乳清タンパク質単離物の少なくとも１つである。特定の例示的実施形態において、イ
ンタクト乳清タンパク質は乳清タンパク質濃縮物である。乳清タンパク質濃縮物は典型的
に、約２５重量％～８５重量％のタンパク質含量（残余は脂肪、炭水化物、ミネラルなど
）を有するのに対し、乳清タンパク質単離物は典型的に、約９０重量％のタンパク質含量
を有する。好ましくは、インタクト乳清タンパク質は、非タンパク質成分が最小量である
乳清タンパク質を提供するために、７５重量％以上のタンパク質含量を有する。
【００２７】
　例示的な液体栄養組成物での使用に適した市販の乳清タンパク質濃縮物は、フォンテラ
協同組合（ニュージーランド）製の乳清タンパク質濃縮物５５０であり、これは約７５重
量％のタンパク質を含む。
【００２８】
　本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物中の乳清タンパク質加水分解物とインタ
クト乳清タンパク質の相対量は、常温保存性及び許容される感覚刺激特性を達成するため
に重要である。一例示的実施形態において、乳清タンパク質加水分解物対インタクト乳清
タンパク質（乳清タンパク質濃縮物もしくは乳清タンパク質単離物のどちらか一方、又は
乳清タンパク質濃縮物と乳清タンパク質単離物の両方を含む）の重量比は、３：７～７：
３を包含する、２：３～３：２を包含する、及びまた１：１を包含する、１：４～４：１
である。特定の例示的実施形態において、乳清タンパク質加水分解物対インタクト乳清タ
ンパク質の重量比は１：１であり、これは常温保存性と感覚刺激特性との間の良好なバラ
ンスを提供する。なぜなら、多すぎる乳清タンパク質加水分解物は、安定性の問題（たと
えば乳化特性の喪失による経時的な相分離）及び苦味をもたらし、対して多すぎるインタ
クト乳清タンパク質は、望ましくない不快な（ｏｆｆ－ｎｏｔｅｓ）風味に寄与し得るた
めである。
【００２９】
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　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、炭水化物を実質的に含まない。好
ましくは、本明細書に開示される例示的液体栄養組成物は、実質的に炭水化物を含まない
。この文脈において、「実質的に炭水化物を含まない」という用語は、液体栄養組成物は
組成物に意図的に加えられる１．５重量％未満の炭水化物を含むが、組成物の成分（例え
ば、乳清タンパク質加水分解物、インタクト乳清タンパク質）中に本質的に存在し得るい
かなる炭水化物も含まないことを意味する。液体栄養組成物によって提供されるカロリー
の大部分（すなわち、５０％超）がタンパク質由来であるように、低炭水化物含量を提供
することが望ましい。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、組成物に意図
的に添加される炭水化物（組成物の成分中に本質的に存在するいかなる炭水化物も含まな
い）を１重量％未満含む。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、組成物に
意図的に添加される炭水化物（組成物の成分中に本質的に存在するいかなる炭水化物も含
まない）を０．７５重量％未満含む。特定例示的実施形態において、液体栄養組成物は、
組成物に意図的に添加される炭水化物（組成物の成分中に本質的に存在するいかなる炭水
化物も含まない）を０．６重量％未満含む。特定の例示的実施形態において、液体栄養組
成物は、組成物に意図的に添加される炭水化物（組成物の成分中に本質的に存在するいか
なる炭水化物も含まない）を０．１重量％未満含む。特定の例示的実施形態において、炭
水化物は意図的に組成物に添加されない（しかし、組成物は組成物の成分中に本質的に存
在する炭水化物を含んでよい）。
【００３０】
　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、２．５重量％未満の総炭水化物を
含む。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、２．１重量％未満の総炭水化
物を含む。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、１．２５重量％～２．１
重量％の総炭水化物を包含する、及びまた１．５重量％～重量％２．１重量％の総炭水化
物を包含する、１．２５重量％～２．５重量％の総炭水化物を含む。液体栄養組成物は、
特定の例示的実施形態において、特にタンパク質含量に関して、比較的低い炭水化物含量
を有する。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、４．２５：１～７：１を
包含する、及びまた４．２５：１～６：１を包含する、４：１～８：１のタンパク質対炭
水化物重量比を有する。
【００３１】
　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は脂肪を含む。特定の例示的実施形態
において、液体栄養組成物は、０．１重量％～３．５重量％の脂肪を含む。特定の例示的
実施形態において、液体栄養組成物は、０．１重量％～２重量％の脂肪を包含する、０．
１重量％～１重量％の脂肪を包含する、０．１重量％～０．５重量％の脂肪を包含する、
０．５重量％～１．５重量％の脂肪を包含する、及びまた０．８重量％～１．１重量％の
脂肪を包含する、０．１重量％～３重量％の脂肪を含む。あるいは、液体栄養組成物中に
存在する脂肪の量は、濃度の点から表すことができる。特定の例示的実施形態において、
液体栄養組成物は、液体栄養組成物１リットル当たり１．０２グラム～３５．７グラムの
脂肪を含む。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、液体栄養組成物１リッ
トルあたり１．０２グラム～２０．５グラムの脂肪を包含する、液体栄養組成物１リット
ルあたり１．０２グラム～１０．２グラムの脂肪を包含する、液体栄養組成物１リットル
あたり１．０２グラム～５．１グラムの脂肪を包含する、液体栄養組成物１リットルあた
り５．１グラム～１５．３グラムの脂肪を包含する、及びまた液体栄養組成物１リットル
あたり８．１５グラム～１１．２５グラムの脂肪を包含する、液体栄養組成物１リットル
あたり１．０２グラム～３０．７グラムの脂肪を含む。
【００３２】
　本明細書に記載される例示的な液体栄養組成物における使用に適した脂肪又は脂肪源は
、限定されないが、植物、動物、及びこれらの組み合わせを含む様々な供給源に由来して
よい。一般に、脂肪は、経口栄養組成物での使用に適しておりさもなければ、液体栄養組
成物中の任意の他の選択された成分又は特徴と親和性のある任意の脂肪又は脂肪源を含ん
でよい。本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物での使用に適した脂肪（又はその
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源）の非限定的な例としては、高オレイン酸ヒマワリ油、大豆レシチン、キャノーラ油、
コーン油、ヤシ油、分留ヤシ油、大豆油、高オレイン酸大豆油、オリーブ油、ベニバナ油
、高オレイン酸ベニバナ油、高γ－リノレン酸ベニバナ油、中鎖トリグリセリド油、ヒマ
ワリ油、パーム油、パーム核油、パームオレイン、高オレイン酸キャノーラ油、海洋油、
綿実油、エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、γ－リノレン酸、米ぬか油、小麦
胚芽油、藻類油、ナッツ油、真菌油、及び共役リノレン酸が挙げられる。本明細書に記載
の液体栄養組成物は、脂肪の任意の個々の供給源又は上に列挙した脂肪の様々な供給源の
組み合わせを含んでよい。
【００３３】
　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は安定剤成分を含む。特定の例示的実
施形態において、液体栄養組成物は、１，５００ｐｐｍ～３，０００ｐｐｍの安定剤成分
を含む。特定の実施形態では、液体栄養組成物は、１，７５０ｐｐｍ～２，５００ｐｐｍ
の安定剤成分を包含する、及びまた約２，０００ｐｐｍ～約２，５００ｐｐｍの安定剤成
分を包含する、１，５００ｐｐｍ～２，５００ｐｐｍの安定剤成分を含む。特定の例示的
実施形態において、安定剤成分は、微結晶セルロース（セルロースゲル）、カルボキシメ
チルセルロース（セルロースガム）、ジェランガム、及びカラギーナンの少なくとも１つ
を含む。特定の例示的実施形態において、安定剤成分は、微結晶セルロース（セルロース
ゲル）、カルボキシメチルセルロース（セルロースガム）、ジェランガム、及びカラギー
ナンを含む。安定剤成分は、相分離、沈殿及びゲル化を減少させることによって、液体栄
養組成物に安定性を付与するのに役立つ。安定剤成分として微結晶セルロース（セルロー
スゲル）、カルボキシメチルセルロース（セルロースガム）、ジェランガム、カラギーナ
ンを使用すると、これらの成分を単独で使用するよりも良好な安定性をもたらすことによ
り相乗効果を示すことが判明した。
【００３４】
　本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物での使用に適した市販の安定剤成分の一
例は、約８５重量％の微結晶セルロースと１５重量％のカルボキシメチルセルロースとの
混合物である、ＦＭＣバイオポリマー社（ペンシルバニア州フィラデルフィア）のＡｖｉ
ｃｅｌＣＬ－６１１である。本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物での使用に適
した市販の安定剤成分の別の例は、κ－カラギーナンである、ＦＭＣバイオポリマー社（
ペンシルバニア州フィラデルフィア）のＳｅａｋｅｍＣＭ５１４カラギーナンである。本
明細書に開示される例示的な液体栄養組成物での使用に適した市販の安定剤成分のさらに
別の例は、低アシルジェランガムである、ＣＰ　Ｋｅｌｃｏ　Ｕ．Ｓ．Ｉｎｃ．（ジョー
ジア州アトランタ）のＫｅｌｃｏｇｅｌ　Ｆである。
【００３５】
　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は甘味料を含む。甘味料は、液体栄養
組成物で使用され得る特定の成分（例えば、乳清タンパク質加水分解物、乳清タンパク質
濃縮物、ココア）によって液体栄養組成物に付与され得る望ましくない風味（例えば、苦
味、不快な風味）をマスクするのに役立つ。本明細書に開示される例示的な液体栄養組成
物での使用に適した甘味料の非限定的な例は、アセスルファムカリウム、スクラロース、
アスパルテーム、サッカリン及びステビアを含む。特定の例示的実施形態において、液体
栄養組成物は、アセスルファムカリウム、スクラロース、アスパルテーム、サッカリン、
及びステビアの少なくとも１つを含む。特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物
は、アセスルファムカリウム及びスクラロースを含む。
【００３６】
　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、香味剤を含む。香味剤は、天然フ
レーバー、人工フレーバー、又はこれらの組み合わせであってよい。香味剤又は香味剤の
組み合わせを使用して液体栄養組成物に、バニラ、チョコレートもしくはストロベリーな
どの所望の風味を付与してもよい。例示的な香味剤には、ココアパウダー、バニラフレー
バー、カラメルフレーバー、及びベリーフレーバーが挙げられるが、これらに限定されな
い。
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【００３７】
　特定の例示的実施形態において、液体栄養組成物は、任意の種々のビタミン、又は関連
する栄養素を含んでよく、これらの非限定例としてビタミンＡ、ビタミンＡパルミテート
、ビタミンＢ１２、ビタミンＣ、ビタミンＣパルミテート（アスコルビルパルミテート）
、ビタミンＤ２、ビタミンＤ３、ビタミンＥ（ＲＲＲ－アルファトコフェロール）、ビタ
ミンＥアセテート、ビタミンＫ１、ビタミンＫ２、チアミン、リボフラビン、ピリドキシ
ン、カロチノイド（例えばベータカロチン、ゼアキサンチン、ルテイン、リコピン）、ナ
イアシン、葉酸、パントテン酸、ビオチン、コリン、イノシトール、前述の塩及び誘導体
、ならびにこれらの組み合わせが挙げられる。特定の例示的実施形態において、液体栄養
組成物は、任意の種々のミネラルを含んでよく、これらの非限定例としてカルシウム、セ
レン、カリウム、ヨウ素、リン、マグネシウム、鉄、亜鉛、マンガン、銅、ナトリウム、
モリブデン、クロム、塩化物、及びこれらの組み合わせが挙げられる。特定の例示的実施
形態において、栄養組成物は、前述のビタミン及びミネラルの任意の組み合わせを含んで
よい。
【００３８】
　前述のように、本明細書に開示される例示的な液体栄養組成物は、６．６～７のｐＨを
包含する、６．４～７．２のｐＨを有するように配合される。この中性ｐＨの範囲は、従
来の低ｐＨ乳清系液体栄養組成物での使用においては感覚刺激的に適していない、バニラ
又はチョコレートなどのフレーバーを、液体栄養組成物に配合することを可能にする。さ
らに、本明細書に開示される液体栄養組成物の例は、５ｃｐｓ～２５ｃｐｓを包含する、
及びまた１０ｃｐｓ～２０ｃｐｓを包含する、５ｃｐｓ～３０ｃｐｓの粘度を有するよう
に配合される。本明細書で言及される粘度は、６０ｒｐｍで＃１スピンドルを使用して２
２℃にてブルックフィールド粘度計で測定される粘度である。
【００３９】
　例示的な栄養液体は、液体栄養組成物を製造するのに適した任意のプロセス又は方法（
現在知られる、又は将来知られる）によって調製されてよい。多くのそのような技術が知
られており、当業者によって本明細書に記載された様々な例示的実施形態に容易に適用さ
れ得る。
【００４０】
　１つの適切な製造方法では、液体栄養組成物は、水に増粘剤又は懸濁化剤（例えば、ジ
ェランガム、カラギーナン）を加熱及び撹拌しながら添加し、スラリーを次いで加熱及び
撹拌を続けながら５分間保持しその後ミネラル（例えば、クエン酸カリウム、リン酸マグ
ネシウム）を添加することによって調製される。次いで、タンパク質（例えば、乳清タン
パク質濃縮物、乳清タンパク質加水分解物）を加熱及び撹拌しながら混合することによっ
てスラリーに添加する。スラリーを次いで５分間保持し、消泡剤を添加する。
【００４１】
　得られたスラリーを加熱及び撹拌を続けながらさらに５分間保持し、その後追加のミネ
ラル（例えば、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム）、及び油ならびに乳化剤（例えば、
ヒマワリ油、大豆レシチン）を添加する。その後ビタミン及びフレーバーを添加し、１５
分間加熱しながら撹拌する。得られたスラリーを所望の範囲（典型的には６．６～７．０
）にｐＨ調整した後、組成物をサージタンクに移し、冷却させる。組成物に次いで高温短
時間（ＨＴＳＴ）処理を行い、その間に組成物は熱処理され、乳化されかつ均質化され、
次いで冷却され、次いで無菌的に包装されて無菌包装された栄養エマルジョンを形成する
。
【００４２】
　例示的な液体栄養組成物の製造プロセスは、本一般的発明概念の精神及び範囲から逸脱
することなく、本明細書に記載される方法以外の方法で実施されてもよい。本実施形態は
、したがって、すべての点において例示的であり、一般的発明概念に含まれることを意図
した変更及び均等物に限定されないと考えられる。
【００４３】
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　例示的実施形態による液体栄養組成物は、補助的な栄養源を提供するために、ならびに
筋タンパク分解の減弱、除脂肪体重の維持、除脂肪体重の構築、運動後の回復のスピード
化、及びこれらの組み合わせなどの１つ又は複数の利点を提供するために有用である。
【００４４】
　実施例
　以下の実施例は、本明細書に開示される液体栄養組成物の特定の例示的実施形態を示す
。これらの実施例は説明の目的のためだけに与えられており、本開示の精神及び範囲から
逸脱することなく、多くの変形が可能であり、本開示の限定として拘束されるべきではな
い。
【００４５】
　実施例１
　実施例１は、本明細書に提示される一般的発明概念による例示的な液体栄養組成物を示
す。実施例１の液体栄養組成物は、水中油型エマルションの形態である。実施例１の全成
分量は、特に明記しない限り、液体栄養組成物の１０００ｋｇバッチ当たりのｋｇとして
表１に列挙される。
【表１】

【００４６】
　実施例１の液体栄養組成物は、約９重量％のタンパク質含量（組成物１リットル当たり
約９２．３グラムのタンパク質）、約１．０５重量％の脂肪含量（組成物１リットル当た
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たり約２１．５グラムの炭水化物）を有する。実施例１の液体栄養組成物中に存在する炭
水化物は、組成物の成分中で固有の炭水化物のみを含む。換言すれば、意図的に添加され
る炭水化物は存在しない。実施例１の液体栄養組成物はまた、約５５４ｋｃａｌ／Ｌのカ
ロリー密度、約６．８～約７のｐＨ、及び約１０ｃｐｓ～約３５ｃｐｓの粘度を有する。
【００４７】
　実施例２
　実施例２は、本質的に同量のタンパク質を含有するが、全てのタンパク質が乳清タンパ
ク質によって提供されない市販の液体栄養組成物と比較して、本明細書に記載の乳清タン
パク質加水分解物及びインタクト乳清タンパク質からなるタンパク質を有する液体栄養組
成物の例示的実施形態の官能性能を示す。
【００４８】
　本明細書に開示される実施形態の液体栄養組成物は、「試作１」及び「試作２」として
表３に列挙され、３２５ミリリットルの組成物当たり３０グラムの乳清タンパク質を有す
るチョコレート風味の液体栄養組成物として配合された。第１の比較栄養組成物は、「比
較１」として表３に列挙され、３３０ミリリットルの組成物当たり約３２グラムのタンパ
ク質（乳タンパク質単離物、カルシウムカゼインナトリウム、１％未満の乳清タンパク質
濃縮物）を有するチョコレート風味の組成物であった。第２及び第３の比較栄養組成物は
、それぞれ表３に「比較２」及び「比較３」として列挙され、どちらも３２５ミリリット
ルの組成物当たり約３０ｇのタンパク質（乳タンパク質濃縮物、カゼインカルシウム、乳
清タンパク質濃縮物）を有するチョコレート風味の組成物であった。
【００４９】
　各組成物のサンプルを、例えばバランス、ふくよかさ、甘味、酸味、塩味、苦味、ココ
ア、バニラ、乳清、ミルク感、その他の特徴、合成甘味料感（ＳＳＳ）、ビタミン、乾燥
、及び見た目を含む、様々な味及び特性の強さについて分析した。官能評価では、複数の
訓練された記述フレーバーパネリストが各組成物のサンプルを味見した。試作１及び試作
２を約１６日間保存した。すべてのサンプルを冷蔵した。味見後、パネリストは、以下の
表２に示す採点システムを使用して各サンプルのフレーバー属性を評価し協働して意見を
一致させた。各組成物のサンプルについての合意結果を表３に示す。
【表２】



(13) JP 2019-503694 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

【表３】

【００５０】
　試作１及び試作２は、乳清及びスキムミルクの乳製品の特徴において類似していた。試
作１はミディアムレジンココアと共に焦がしカラメル風味を有し、一方試作２はブロス味
、コーヒーかす／タバコ風味、及び中度～強度のココア風味を有した。比較１は、バニラ
にココナッツ／バナナのトロピカルな風味、及び人工チョコレート／ローズ風味を有し、
かつすべてのサンプルで最も強い合成甘味料感（ＳＳＳ）も有した。比較２及び比較３は
、ローレジンココアの風味と共に、調理済みミルク感／乳製品の特徴を有し、同様に非常
に弱いフィード風味を有した。すべてのサンプルは嗜好パネルに適していると考えられた
。
【００５１】
　実施例３
　実施例３は、本質的に同量のタンパク質を含有するが、全てのタンパク質が乳清タンパ
ク質によって提供されない市販の液体栄養組成物と比較して、本明細書に記載の乳清タン
パク質加水分解物及びインタクト乳清タンパク質からなるタンパク質を有する液体栄養組
成物の例示的実施形態の官能性能を示す。
【００５２】
　本明細書に開示される実施形態の液体栄養組成物は、「試作３」及び「試作４」として
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表４に列挙され、３２５ミリリットルの組成物当たり３０グラムの乳清タンパク質を有す
るストロベリー風味の液体栄養組成物として配合された。比較栄養組成物は、「比較４」
として表４に列挙され、３２５ミリリットルの組成物当たり約３０グラムのタンパク質（
乳タンパク質濃縮物、カルシウムカゼイン、乳清タンパク質濃縮物）を有するストロベリ
ー風味の組成物であった。
【００５３】
　各組成物のサンプルを、例えばバランス、ふくよかさ、甘味、酸味、塩味、苦味、バニ
ラ、ストロベリー、ミルク感（スキム）、乳清、合成甘味料感（ＳＳＳ）、粘つく口当た
り、乾燥、その他の特徴、粉っぽい口当たり、及び見た目を含む、様々な味及び特性の強
さについて分析した。官能評価では、複数の訓練された記述フレーバーパネリストが各組
成物のサンプルを味見した。試作３及び試作４を約１９日間保存した。すべてのサンプル
を冷蔵した。味見後、パネリストは、上記の表２に示す同じ採点システムを使用して各サ
ンプルのフレーバー属性を評価し協働して意見を一致させた。各組成物のサンプルについ
ての合意結果を表４に示す。

【表４】

【００５４】
　すべてのサンプルで顕著な違いがあった。試作３は、チーズ風味、ブロス味風味を有し
、ストロベリーの特徴は青っぽさとして記述された。試作４はストロベリーのより高い強
度を有し、ミックスベリーとして記述された。試作３及び試作４の両方は、溶液中に振り
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特徴を示さなかったが、ラクトンとバニラの風味を有した。さらに、比較４のサンプルは
、調理済みカゼイナート、デンプン質、及び合成甘味料感（ＳＳＳ）のより高い強度を有
した。すべてのサンプルは嗜好パネルに適していると考えられた。
【００５５】
　実施例４
　実施例４は、本質的に同量のタンパク質を含有するが、全てのタンパク質が乳清タンパ
ク質によって提供されない市販の液体栄養組成物と比較して、本明細書に記載の乳清タン
パク質加水分解物及びインタクト乳清タンパク質からなるタンパク質を有する液体栄養組
成物の例示的実施形態の官能性能を示す。
【００５６】
　本明細書に開示される実施形態の液体栄養組成物は、「試作５」及び「試作６」として
表５に列挙され、３２５ミリリットルの組成物当たり３０グラムの乳清タンパク質を有す
るバニラ風味の液体栄養組成物として配合された。第１の比較栄養組成物は、「比較５」
として表５に列挙され、３３０ミリリットルの組成物当たり約３２グラムのタンパク質（
乳タンパク質単離物、カルシウムカゼインナトリウム、乳清タンパク質濃縮物１％未満）
を有するバニラ風味の組成物であった。第２の比較栄養組成物は、「比較６」として表５
に列挙され、３２５ミリリットルの組成物当たり約３０グラムのタンパク質（乳タンパク
質濃縮物、カルシウムカゼイン、乳清タンパク質濃縮物）を有するバニラ風味の組成物で
あった。
【００５７】
　各組成物のサンプルを、例えばバランス、ふくよかさ、甘味、酸味、塩味、ミネラル塩
、苦味、発酵グレイン／ブロス味、グラハム、脱脂粉乳（ＮＦＤＭ）、調理済みスキムミ
ルク、乾燥、合成甘味料感（ＳＳＳ）、粉っぽい口当たり、たまごのような／硫黄、バニ
ラ（バター風味）、調理済みシリアル、粘ついた口当たり、濡れたおむつ、及び見た目を
含む、様々な味及び特性の強さについて分析した。官能評価では、複数の訓練された記述
フレーバーパネリストが各組成物のサンプルを味見した。試作５及び試作６を約２１日間
保存した。すべてのサンプルを冷蔵した。味見後、パネリストは、上記の表２に示す同じ
採点システムを使用して各サンプルのフレーバー属性を評価し協働して意見を一致させた
。各組成物のサンプルについての合意結果を表５に示す。
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【表５】

 
【００５８】
　試作５及び６の組成物と比較５及び６の組成物の間にいくつかの違いがあった。１つの
違いは、サンプルの見た目／色にて観察された。試作５は、たまごのような／硫黄と記述
される不快な風味を示した。比較５は、サンプル中で最も強い合成甘味料感（ＳＳＳ）を
示した。比較６は、嗜好パネルでの使用には推奨されない、濡れたおむつの顕著な臭いを
有した。
【００５９】
　本開示の液体栄養組成物の様々な実施形態は、残りの液体栄養組成物が依然として、本
明細書に記載されるような必要な成分又は特徴のすべてを含むならば、本明細書に記載の
任意の又は選択された必須成分又は特徴を実質的に含まなくてもよい。この文脈において
、特に明示されない限り、用語「実質的に含まない」は、選択された栄養組成物が機能的
な量未満の任意成分、このような任意又は選択された必須成分の約０．５％未満を包含す
る、０．１重量％未満を包含する、及びまた０％を包含する、典型的には約１％未満の必
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【００６０】
　本明細書中で使用される数値範囲は、具体的に開示されるか否かにかかわらず、その範
囲内の全ての数及び部分集合を含むことが意図される。さらに、これらの数値範囲は、そ
の範囲内の数字の任意の数又は部分集合を意味する請求項の補助を提供するものと解釈さ
れるべきである。例えば、１～１０の開示は、２～８、３～７、５～６、１～９、３．６
～４．６、３．５～９．９の範囲を支持すると解釈されるべきである。
【００６１】
　本開示の単数の特徴又は制限への言及は、特に明記されていない限り、又はその参照が
なされた文脈によって反対のことが明白に示唆されない限り、対応する複数の特徴又は制
限を含むものとする。
【００６２】
　特に明記しない限り、液体栄養組成物は、本明細書に記載される組成物の必須成分なら
びに本明細書に記載の任意の追加又は任意成分を含むか、それらからなるか、又はそれら
から本質的になってよい。
【００６３】
　本開示は、特定の実施形態を参照して記載されているが、記載された実施形態の限定は
、単に説明の目的のために提供され、本発明及び関連する一般的発明概念を限定するもの
ではない。その代わりに、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義され、特
許請求の範囲内に含まれる全ての変形及び均等物は、その中に包含されることが意図され
る。したがって、本明細書に記載される特定の例示的実施形態以外の他の実施形態も、添
付の特許請求の範囲内で等しく可能である。
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